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し尿および浄化槽汚泥の収集体制について(概要版) 

湖南広域行政組合が共同処理するし尿および浄化槽汚泥の収集については、課題が山積する中で、守山市および野洲市が、先行す

る形で収集の実質的な権能を戻している。 

今後、下水道整備による収集量の減少などによる経営環境が大きく変わる状況下において、当該業務が抱える課題の根本的な解決を

図るため、構成４市がそれぞれの実態に応じた運用が図れるよう、平成３１年４月からし尿および浄化槽汚泥の収集体制を改め、収集の

権能を構成 4市へ返還するものである。 

 

 

 

し尿および浄化槽汚泥の収集体制について（要旨） 

】 

（１） 共同処理する事務統一問題 

   ・構成４市のうち 2市については、組合と市との間で収集業務委託契約を行い、市が収集運搬業者と収集運搬委託契約を行っている。 

・４市で収集運搬契約体制が統一できていない。 

（２）し尿および浄化槽汚泥の処理問題 

・平成２９年度に長寿命化総合計画に基づき焼却施設を廃止することとなっている。 

・脱水設備については、老朽化が著しく更新時期が迫っている。 

・今後の農業集落排水の接続を踏まえた処理限界量の時期等を勘案した対策が必要。 

（３）環境衛生センター周辺地域の理解 

・平成２９年度から脱水汚泥を県外に搬出することとなっている。 

・周辺地域に配慮して、構成４市の水洗化をさらに促進するなど搬入量および搬出量を減らしていく必要がある。 

 

                                                                                                     

 

 

 

【し尿および浄化槽汚泥の収集・運搬および処理の課題】 

・し尿等にかかる事務が大きく変容していく中で、構成市との権能分担を見直すべき時期となっている。 

・公共下水道の整備に伴う収集量の減少に対応するため、整備、更新を的確に進める必要がある。 

・水洗化の進捗状況や収集人口の減少など事業受託者を取り巻く状況も地域ごとに様々であり、各構成市の実情に

即した施策を行っていく必要がある。 

【今後の方向性について】 

【権能返還による効果など】 

・構成４市が各々の実情に即した施策によって、下水接続の促進などを進めることが可能となる。 

・各構成市が合理化事業計画を踏まえた、し尿および浄化槽汚泥の収集運搬の在り方を整理することが可能となる。 

・災害廃棄物（し尿および浄化槽汚泥）について各々の権能に基づき、災害時の機動的な収集運搬が可能となる。 

・構成４市が各々決定した手数料で徴収し、各市の積算によるし尿および浄化槽汚泥の収集運搬業務を委託するこ

とが可能となる。 

 

し尿および浄化槽汚泥の収集に係る自治権能を構成４市に返還【平成 31年 4月～】 

[し尿および浄化槽汚泥の処理については、引き続き、広域で処理することで効率化を図る] 

【現況】 

【権能返還後】 

【収集体制の統一化】 
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